
個人情報ファイルの名称 成人式開催に関する事務ファイル 
市の機関の名称 教育委員会 
個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生涯学習部 生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こう
とする青年を祝いはげますため、20歳となる者によ
る実行委員会を組織し、成人式を開催するもの。 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢・生年月日、４性別、５連
絡先 

記録範囲 該当年度に20歳となる対象者 
記録情報の収集方法 本人、市の機関（市民課、市内公立中学校）、その

他（市内私立中学校） 
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 
開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）野田市鶴奉７番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
□有 ☑無 

備 考  
 



個人情報ファイルの名称 リフレッシュルームの利用に関する事務ファイル 
市の機関の名称 教育委員会 
個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生涯学習部 生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 健康器具を活用し、利用者の体力づくりを促進する
もの。 

記録項目 
１氏名、２住所、３年齢・生年月日、４性別、５連
絡先、6個人識別符号 

記録範囲 リフレッシュルーム利用者 
記録情報の収集方法 本人 
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

1健康情報、2障がい 

記録情報の経常的提供先 － 
開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）野田市鶴奉７番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
□有 ☑無 

備 考  
 



個人情報ファイルの名称 情報活用コーナーの利用に関する事務ファイル 
市の機関の名称 教育委員会 
個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生涯学習部 生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 市民の情報リテラシーを育成するため、市民による
パソコン・インターネットでの情報の収集・活用を
促進するもの。 

記録項目 
１氏名、２住所、３年齢・生年月日、４連絡先、5
個人識別符号 

記録範囲 情報活用コーナー利用者 
記録情報の収集方法 本人 
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 
開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）野田市鶴奉７番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
□有 ☑無 

備 考  
 



個人情報ファイルの名称 図書館運営に関する事務ファイル 

市の機関の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生涯学習部興風図書館 

個人情報ファイルの利用目的 図書館の資料の貸出しや設備等の利用者を確認し、

適正な図書館運営を図るもの 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢・生年月日、４連絡先、５所

属団体、６メールアドレス及び暗証番号、７保護者

名（児童のみ）、８障がい 

記録範囲 図書館資料の貸出しや設備を利用する者等 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）野田市鶴奉 7番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
□有 □無 

備 考  
 


